
１ 

「既存のサービス事業所の届出留意事項」 

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１ 共通 「その他該当する体制等」欄の

「LIFEへの登録」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

２ １１：訪問介護 「その他該当する体制等」欄の 
「特定事業所加算Ⅴ」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

３ １１：訪問介護 「その他該当する体制等」欄の 
「特定事業所加算」

を 
「特定事業所加算（Ⅴ以外）」 

 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 

４ １１：訪問介護 

１２：訪問入浴介護 

６２：介護予防訪問入浴介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「認知症専門ケア加算」 

 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１： 

なし」とみなす。 

５ １２：訪問入浴介護 

６２：介護予防訪問入浴介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「サービス提供体制強化加算」 

 

「１：なし」 

「３：加算Ⅰイ」 

「２：加算Ⅰロ」 

を 

「１：なし」 

「４：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

「５：加算Ⅲ」 

 

に変更 

「４：加算Ⅰ」、「５：加算Ⅲ」 

に該当する場合は、新たな加算 

の届出が必要となる。 

（注）「３：加算Ⅰイ」、「２：

加算Ⅰロ」については、要件が

見直されているため、新しい要

件に即しているか確認し、区分

の変更があれば届出が必要。 

 



２ 

６ １３：訪問看護 「その他該当する体制等」欄の 
「サービス提供体制強化加算」 
 

「１：なし」 
「２：イ及びロの場合」 

「３：ハの場合」 

を 
「１：なし」 
「４：加算Ⅰ（イ及びロの場合）」 
「２：加算Ⅱ（イ及びロの場合）」 
「５：加算Ⅰ（ハの場合）」 

「３：加算Ⅱ（ハの場合）」 
 

に変更 

「４：加算Ⅰ（イ及びロの場

合）」又は「５：加算Ⅰ（ハの

場合）」に該当する場合は、新

たな加算の届出が必要となる。 
（注）「２：イ及びロの場合」、

「３：ハの場合」については、

要件が見直されているため、新

しい要件に即しているか確認

し、区分の変更があれば届出が

必要。 

７ １４：訪問リハビリテーション 

１６：通所リハビリテーション 
「その他該当する体制等」欄の 
「社会参加支援加算」

を 
「移行支援加算」 
 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 

８ １４：訪問リハビリテーション 「その他該当する体制等」欄の 

「短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算」 
 

を廃止 

なし。 

９ １４：訪問リハビリテーション 
６３：介護予防訪問看護 
６４：介護予防訪問リハビリテー

ション 

「その他該当する体制等」欄の 
「サービス提供体制強化加算」 
 

「１：なし」

「２：あり」

を 
「１：なし」 
「３：加算Ⅰ」 

「４：加算Ⅱ」 
 

に変更 

「３：加算Ⅰ」又は「４：加算 

Ⅱ」に該当する場合は、新たな

加算の届出が必要となる。 
（注 2）「２：あり」について

は、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 



３ 

１０ １４：訪問リハビリテーション 

１６：通所リハビリテーション 
「その他該当する体制等」欄の 
「リハビリテーションマネジメン

ト加算」 

 

「１：なし」 
「２：加算Ⅰ」 
「３：加算Ⅱ」 
「４：加算Ⅲ」 

「５：加算Ⅳ」 

を 

「１：なし」 
「３：加算Ａイ」 
「６：加算Ａロ」 
「４：加算Ｂイ」 

「７：加算Ｂロ」 
 

に変更 

「６：加算Ａロ」、「７：加算Ｂ

ロ」に該当する場合は、新たな

加算の届出が必要となる。 
（注）「３：加算Ⅱ」、「４：加

算Ⅲ」、「２：加算Ⅰ」、「５：加

算Ⅳ」については、要件が見直

されているため、新しい要件に

即しているか確認し、区分の変

更があれば届出が必要。 

１１ １５：通所介護 「その他該当する体制等」欄の 
「サービス提供体制強化加算」 
 

「１：なし」 
「５：加算Ⅰイ」 
「２：加算Ⅰロ」 

「３：加算Ⅱ」

を 
「１：なし」 

「６：加算Ⅰ」 
「５：加算Ⅱ」 

「７：加算Ⅲ」 
 

に変更 

「６：加算Ⅰ」、「７：加算Ⅲ」

に該当する場合は、新たな加算

の届出が必要となる。 
（注）「５：加算Ⅰイ」「２：加

算Ⅰロ」、「３：加算Ⅱ」につい

ては、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 

１２ １５：通所介護 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「個別機能訓練加算」 
 

「１：なし」 
「２：加算Ⅰイ」 

「３：加算Ⅰロ」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

１３ １５：通所介護 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「ADL維持等加算」

を 
「ADL維持等加算Ⅲ」 
 

に名称変更 

（注）「２：あり」について

は、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 



４ 

１４ １５：通所介護 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「個別機能訓練体制Ⅰ」 
 

を廃止 

なし。 

１５ １５：通所介護 

 

「その他該当する体制等」欄の 

「個別機能訓練体制Ⅱ」 
 

を廃止 

なし。 

１６ １５：通所介護 
１６：通所リハビリテーション 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「入浴介助体制加算」

を 
「入浴介助加算」 
 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 

１７ １５：通所介護 
１６：通所リハビリテーション 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「入浴介助加算」 
 

「１：なし」

「２：あり」

を 
「１：なし」 
「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 
 

に変更 

「３：加算Ⅱ」に該当する場合

は、新たな加算の届出が必要と

なる。 

（注）「２：あり」について

は、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 

１８ １５：通所介護 
１６：通所リハビリテーション 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「感染症又は災害の発生を理由と

する利用者数の減少が一定以上生

じている場合の対応」 
 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

１９ １５：通所介護 
１６：通所リハビリテーション 
３３：特定施設入居者生活介護 
３５：介護予防特定施設入居者生

活介護 
５１：介護福祉施設サービス 
５２：介護保健施設サービス 

５５：介護医療院サービス 

６６：介護予防通所リハビリテー

ション 

「その他該当する体制等」欄の 
「科学的介護推進体制加算」 
 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 



５ 

２０ １５：通所介護 

２１：短期入所生活介護 

２４：介護予防短期入所生活介護 

３３：特定施設入居者生活介護 

３５：介護予防特定施設入居者生

活介護 

５１：介護福祉施設サービス 

「その他該当する体制等」欄の 

「生活機能向上連携加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「３：加算Ⅰ」 

「２：加算Ⅱ」 

 

に変更 

「３：加算Ⅰ」に該当する場合 

は、新たな加算の届出が必要と 

なる。 

（注）「２：あり」について

は、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 

２１ １５：通所介護 

１６：通所リハビリテーション 

６６：介護予防通所リハビリテー

ション 

 

「その他該当する体制等」欄の 

「口腔機能向上体制加算」 

を 

「口腔機能向上加算」 

 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 

２２ １６：通所リハビリテーション 「その他該当する体制等」欄の 
「短期集中個別リハビリテーショ

ン実施加算」 
 

を廃止 

なし。 

２３ １６：通所リハビリテーション 
６６：介護予防通所リハビリテー

ション 

 

 

 

「その他該当する体制等」欄の

「サービス提供体制強化加算」 
 

「１：なし」 
「４：加算Ⅰイ」 

「２：加算Ⅰロ」 
「３：加算Ⅱ」

を 
「１：なし」 
「５：加算Ⅰ」 
「４：加算Ⅱ」 

「６：加算Ⅲ」 

 

に変更 

「５：加算Ⅰ」、「６：加算Ⅲ」

に該当する場合は、新たな加算

の届出が必要となる。 
（注）「４：加算Ⅰイ」、「２：

加算Ⅰ ロ」、「３：加算Ⅱ」に

ついては、要件が見直されてい

るため、新しい要件に即してい

るか確認し、区分の変更があれ

ば届出が必要。 

２４ ２１：短期入所生活介護 
２４：介護予防短期入所生活介護 

「その他該当する体制等」欄の 
「サービス提供体制強化加算 
（単独型、併設型）」 

を 
「サービス提供体制強化加算 

（単独型）」 

 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 



６ 

２５ ２１：短期入所生活介護 

２４：介護予防短期入所生活介護 

「その他該当する体制等」欄の

「サービス提供体制強化加算 

（単独型）」 

 

「１：なし」 

「５：加算Ⅰイ」 

「２：加算Ⅰロ」 

「３：加算Ⅱ」

「４：加算Ⅲ」

を 
「１：なし」 
「６：加算Ⅰ」 
「５：加算Ⅱ」 

「７：加算Ⅲ」 

 

に変更 

「６：加算Ⅰ」、「７：加算Ⅲ」

に該当する場合は、新たな加算 

の届出が必要となる。 

（注）「５：加算Ⅰイ」、「２：

加算Ⅰロ」、「３：加算Ⅱ」、

「４：加算Ⅲ」については、要

件が見直されているため、新し

い要件に即しているか確認し、

区分の変更があれば届出が必

要。 

２６ ２１：短期入所生活介護 
２４：介護予防短期入所生活介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「サービス提供体制強化加算 
（空床型）」

を 
「サービス提供体制強化加算 
（併設型、空床型）」 

 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 

（注）併設型の場合は、新たな

加算の届出が必要となる。 

２７ ２１：短期入所生活介護 
２４：介護予防短期入所生活介護 

「その他該当する体制等」欄の 
「サービス提供体制強化加算 
（併設型、空床型）」 

 

「１：なし」 
「５：加算Ⅰイ」 
「２：加算Ⅰロ」 
「３：加算Ⅱ」

「４：加算Ⅲ」

を 
「１：なし」 
「６：加算Ⅰ」 
「５：加算Ⅱ」 

「７：加算Ⅲ」 

 

に変更 

「６：加算Ⅰ」、「７：加算Ⅲ」

に該当する場合は、新たな加算

の届出が必要となる。 
（注）「５：加算Ⅰイ」、「２：

加算Ⅰ ロ」、「３：加算Ⅱ」、

「４：加算 Ⅲ」については、

要件が見直されているため、新

しい要件に即しているか確認

し、区分の変更があれば届出が

必要。 



７ 

２８ ２１：短期入所生活介護 
２２：短期入所療養介護 

２３：短期入所療養介護 
２Ａ：短期入所療養介護 
２４：介護予防短期入所生活介護

２５：介護予防短期入所療養介護 

２６：介護予防短期入所療養介護 

２８：介護予防短期入所療養介護 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「併設本体施設における介護職員

等特定処遇改善加算Ⅰの届出状

況」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

２９ ２１：短期入所生活介護 

５１：介護福祉施設サービス 

「その他該当する体制等」欄の 

「介護ロボットの導入」 

を 

「テクノロジーの導入 

（夜勤職員配置加算関係）」 

 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 

３０ ２２：短期入所療養介護 
２３：短期入所療養介護 

２Ａ：短期入所療養介護 
５１：介護福祉施設サービス 
５２：介護保健施設サービス 

５３：介護療養施設サービス 
５５：介護医療院サービス 
２５：介護予防短期入所療養介護 
２６：介護予防短期入所療養介護 
２Ｂ：介護予防短期入所療養介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「サービス提供体制強化加算」 

 

「１：なし」 
「５：加算Ⅰイ」 

「２：加算Ⅰロ」 
「３：加算Ⅱ」

「４：加算Ⅲ」

を 
「１：なし」 
「６：加算Ⅰ」 
「５：加算Ⅱ」 

「７：加算Ⅲ」 
 

に変更 

「６：加算Ⅰ」、「７：加算Ⅲ」

に該当する場合は、新たな加算

の届出が必要となる。 
（注）「５：加算Ⅰイ」、「２：

加算Ⅰ ロ」、「３：加算Ⅱ」、

「４：加算 Ⅲ」については、

要件が見直されているため、新

しい要件に即しているか確認

し、区分の変更があれば届出が

必要。 

 



８ 

３１ ２７：特定施設入居者生活介護(短

期利用型) 

３３：特定施設入居者生活介護 

３５：介護予防特定施設入居者生

活介護 

 

「その他該当する体制等」欄の 

「サービス提供体制強化加算」 

 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰイ」 

「３：加算Ⅰロ」 

「４：加算Ⅱ」 

「５：加算Ⅲ」 

を 

「１：なし」 

「６：加算Ⅰ」 

「２：加算Ⅱ」 

「７：加算Ⅲ」 

 

に変更 

「６：加算Ⅰ」、「７：加算Ⅲ」 

に該当する場合は、新たな加算 

の届出が必要となる。 

（注）「２：加算Ⅰイ」、「３：

加算Ⅰロ」、「４：加算Ⅱ」、

「５：加算Ⅲ」については、要

件が見直されているため、新し

い要件に即しているか確認し、

区分の変更があれば届出が必

要。 
 

３２ ３３：特定施設入居者生活介護 「その他該当する体制等」欄の 

「テクノロジーの導入 

（入居継続支援加算関係）」  

 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１： 

なし」とみなす。 

３３ ３３：特定施設入居者生活介護 「その他該当する体制等」欄の

「入居継続支援加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

 

に変更 

「３：加算Ⅱ」に該当する場合 

は、新たな加算の届出が必要と 

なる。 

（注）「２：あり」について

は、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 
 

３４ ３３：特定施設入居者生活介護 

３５：介護予防特定施設入居者生

活介護 

５１：介護福祉施設サービス 

 

「その他該当する体制等」欄の

「個別機能訓練体制」 

を 

「個別機能訓練加算」 

 

に名称変更 

取り扱いに変更なし。 



９ 

３５ ３３：特定施設入居者生活介護 
５１：介護福祉施設サービス 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「ADL 維持等加算〔申出〕の有

無」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

３６ ５１：介護福祉施設サービス 「施設等の区分」欄の 

「４：ユニット型経過的小規模介 

護福祉施設」 

を 

「４：経過的ユニット型小規模介 

護福祉施設」 

 

に名称変更 

（注）「４：ユニット型経過的

小規模介護福祉施設」について

は、要件が見直されているた

め、新しい要件に即しているか

確認し、区分の変更があれば届

出が必要。 

３７ ５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

「その他該当する体制等」欄の 
「栄養マネジメント強化体制」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

３８ ５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

「その他該当する体制等」欄の 
「自立支援促進加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

３９ ５１：介護福祉施設サービス 
５２：介護保健施設サービス 
５３：介護療養施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

「その他該当する体制等」欄の 

「安全管理体制」 

 

「１：減算型」 

「２：基準型」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「２：

基準型」とみなす。 



１０ 

４０ ５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 

５３：介護療養施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

「その他該当する体制等」欄の 
「安全対策体制」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

４１ ５１：介護福祉施設サービス 
５２：介護保健施設サービス 

５３：介護療養施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

「その他該当する体制等」欄の 
「栄養ケア・マネジメントの実施

の有無」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

４２ ５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 

５３：介護療養施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

「その他該当する体制等」欄の 
「栄養マネジメント体制」 
 

を廃止 

なし。 

４３ ５１：介護福祉施設サービス 

５２：介護保健施設サービス 
５３：介護療養施設サービス 
５５：介護医療院サービス 

 

「その他該当する体制等」欄の 
「排せつ支援加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

４４ ５１：介護福祉施設サービス 「その他該当する体制等」欄の 
「テクノロジーの導入 
（日常生活支援加算関係）」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

４５ ５２：介護保健施設サービス 「その他該当する体制等」欄の 
「リハビリ計画書情報加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 
 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 



１１ 

４６ ５３：介護療養施設サービス 「その他該当する体制等」欄の 

「移行計画の提出状況」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

 

を新設 

新たな届出がない場合は「１：

なし」とみなす。 

４７ ５５：介護医療院サービス 「その他該当する体制等」欄の 

「移行定着支援加算」 

 

を廃止 

なし。 

４８ ６４：介護予防訪問リハビリテー

ション 

６６：介護予防通所リハビリテー

ション 

「その他該当する体制等」欄の

「リハビリテーションマネジメン

ト加算」 

 

を廃止 

なし。 

 


